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１ 開会 

■事務局（保育課長） 

令和３年度第２回子ども・子育て会議を開催いたします。 

 

２ 議事 

１ 委員紹介 

■事務局（保育課長） 

   委員を紹介いたします。 

―委員紹介― 

２ 会長選任 

■事務局（保育課長） 

渋谷区子ども・子育て会議条例第 5 条に基づき、会長は学識経験者の委員のうちから

選出することとなっております。会長の選任につきまして、ご意見はありますでしょ

うか。 

■D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

私は長らく渋谷区子ども・子育て会議に関わらせていただきまして、井戸ゆかり委員

に引き続きお願いできればと思います。ご検討お願いいたします。 

■事務局（保育課長） 

ご意見ありがとうございました。他にご意見がなければ前任期でも会長を務めていた

だきました井戸ゆかり委員にお願いしたいと思いますが、ご同意頂けますでしょうか。 

―委員同意― 

ありがとうございます。ただいま会長に井戸ゆかり委員が選任されました。 

子ども・子育て会議の進行を会長に引き継がせていただきます。 

３ 会長職務代理者指名 

■会長・A 委員（学識経験者） 

続きまして、会長職務代理者の指名を行います。渋谷区子ども・子育て会議条例第 5

条に基づき、会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する

委員が、その職務を代理することとなっております。会長の職務代理者に同じく学識

経験者である大竹智委員を指名させていただきたいと思います。ご了解いただけます

でしょうか。 

―委員同意― 

ご同意いただけましたので、大竹智委員にお願いしたいと思います。 



４ 区側出席者紹介 

■会長・A 委員（学識経験者） 

区の出席者の方を紹介いたします。 

―区側出席者紹介― 

■会長・A 委員（学識経験者） 

本日の出席状況の確認を事務局からお願いします。 

■事務局（保育課長） 

竹内委員から欠席の連絡を受けています。本日 11 名の出席で定足数である過半数以

上出席をいただいておりますので、会議として成立しております。 

■会長・A 委員（学識経験者） 

本会議は、渋谷区子ども・子育て会議条例第 7 条及び会則により、原則公開となりま

す。非公開とする場合は、会議で宣告します。 

５ （仮称）千駄ヶ谷区民複合施設の保育施設について 

■会長・A 委員（学識経験者） 

（仮称）千駄ヶ谷区民複合施設の保育施設について、保育課長から報告をお願いします。 

■事務局（保育課長） 

資料２について説明。 

■K 委員（保護者代表） 

子育てひろばは、神南ネウボラ子育て支援センターのような施設ですか。 

■事務局（保育課長） 

認定こども園で実施する子育てひろばのため、神宮前エリアですと神宮前あおぞらこ

ども園で実施している子育てひろばと同様となります。認定こども園施設内の地域の

方に来ていただけるスペースとなります。 

■K 委員（保護者代表） 

子育て支援センターのような施設ではなく、恵比寿のびのびこども園で行われている

子育てひろばのようなものですか。 

■事務局（保育課長） 

恵比寿のびのびこども園の子育てひろばと同様で、認定こども園施設内に地域の方に

利用していただけるエリアを設けるものとなります。 

■K 委員（保護者代表） 

わかりました。恵比寿のびのびこども園や渋谷東しぜんの国こども園で開放デーを実

施していますが、その案内が各施設の前に張り紙で貼ってあることが多いです。たま

たま施設の前を通りかかって情報を得ることができた際には、知り合いにも紹介して

誘うことができますが、情報を得る方法が人海戦術になってしまっています。子育て

ひろばのイベント情報などを渋谷区ニュースや渋谷区ホームページなどに掲載して

もらえると利用者は情報が得やすく、子育てひろば事業がより活かせるのではないか



と思います。 

■事務局（保育課長） 

貴重なご意見ありがとうございます。 

■会長・A 委員（学識経験者） 

このような情報を周知していけると良いかと思います。ご意見ありがとうございまし

た。 

■D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

神宮前保育園にじの移転ということですが、新たに事業者を公募するのか。また、定

員は増えるのかを教えてください。 

■事務局（保育課長） 

園の運営事業者については、未定となっています。プロポーザルの有無など事業者の

選定方法についても、未定となっています。 

■D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

現在の神宮前保育園にじの定員と比較すると増加するという認識で良いですか。 

■事務局（保育課長） 

現在 45 人の定員で運営をしており、移転後は 53 人の定員を予定しているため、若干

の増加予定です。 

■G 委員（保護者代表） 

移転後は従前の神宮前保育園にじは存続したままなのか、完全になくなってしまうの

か、どちらでしょうか。 

■事務局（保育課長） 

移転前の（現行の）神宮前保育園にじの施設は、移転後クローズとなります。 

■G 委員（保護者代表） 

移転後に、既存の建物は残ると思いますが、何か別の保育関連施設が入る予定はあり

ますか。 

■事務局（保育課長） 

既存施設の移転後の活用については、現時点では未定です。子ども・子育て関連の施

設に限らず、区全体として検討しているところです。 

■H 委員（保護者代表） 

病後児保育も同じ施設に入っていて、親としてはとても便利だと感じています。屋上

テラスについて、マンションでの転落事故も多いので、子どもが登りやすいものは置

かないなど、転落事故防止を徹底していただければと思います。 

■事務局（保育課長） 

施設がオープンする際には、保育事業者と共に安全な保育環境を整備していきます。

屋上については、建設時にフェンス等の転落防止の措置がされる予定です。 



■E 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

病後児保育は高いニーズがあり、このような取り組みが増えていくと良いと思います。

また、一時保育や子育てひろばもできるということで、子ども・子育て関連施設が複

合的に認定こども園に一体化し充実していくということで、区民の方に喜ばれる取り

組みになるのではないかと思います。また、定員が若干増えるということですが、待

機児童も解消しつつある中、今後どれくらい開設を予定しているのか、区の今後の整

備計画を教えて下さい。 

■事務局（保育課長） 

長年の区政の課題であった待機児童対策ですが、令和 3 年 4 月時点で待機児童が 0 人

になったところです。積極的な整備推進ということで、事業者による提案募集を行っ

ていましたが、一定程度待機児童数も減ったことから、令和 2 年 5 月をもって提案募

集については停止している状況です。今後の整備計画については、現時点で公開とな

っているものは（仮称）千駄ヶ谷区民複合施設の保育施設のみです。 

６ 渋谷区子育てネウボラ事業について 

■会長・A 委員（学識経験者） 

渋谷区子育てネウボラ事業について、子ども家庭支援センター所長から報告をお願い

します。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

資料３について説明。 

■J 委員（保護者代表） 

ネウボラに様々なファンクションが集約化されたということが非常に良いと思いま

す。教育センターと子ども家庭支援センターが、週に一回の情報連携もされていると

いうことで、ハード面の集約だけではなく、情報やソフト面の集約、共有、連携がさ

れていると感じました。保健相談や発達相談に関しても、ソフト面での連携が工夫さ

れているのか伺いたいです。また、政府が子どもデータベースを構築するという動き

もあり、渋谷区として子どもの情報の連携について、今後のビジョンや方向性を教え

ていただければと思います。 

■事務局（中央保健相談所長） 

保健相談所では地区担当の保健師が相談の窓口となって動いています。保健相談所、

子ども家庭支援センター、子ども発達相談センター、医療機関等の外部機関からも

様々なリスクの情報が集まってきます。これらの情報があった場合は、ご本人の了承

を得た上で各機関にて情報共有を行い、密接に連携しながら対応しています。 

子どもデータベースについては、どのような展開になるのか非常に注目しているとこ

ろですが、現在保健相談所では、妊婦支援から子育て支援にかけて、健診の結果等も

含めて母子保健システムで管理しています。すべての情報が共有されるわけではあり

ませんが、情報連携を図ることが必要な子どもや保護者の情報について、法律に定め



られたものやご本人の了承を得られたものについて、システム上で情報提供が行える

ようになっています。 

■事務局（子ども発達相談センター所長） 

子ども発達相談センターとしては、10 月から月 2 回、専門相談員が３階の co しぶや

のスペースに出向き、相談対応を行っています。また、保健相談所との連携について

は、健診後保健師との連携によって、直接子ども発達相談センターを紹介してもらう

といった連携を行っています。 

■K 委員（保護者代表） 

１つ目は提案ですが、ネウボラのホームページに、「もっと施設をこうしてほしい」と

いった要望を気軽に書き込めるようなフォームやご意見箱、アンケート用紙のような

ものを設置すれば、区民の声を拾うことでネウボラの施設運営をより良いものにでき

ると思います。 

２つ目は、私自身実際に利用した際に予約が激戦でした。知人と予定を合わせて一緒

に行こうとしても予約が埋まってしまったというやり取りが何回かありました。3 階

の子育てひろばは予約枠のキャパシティをもう少し広げても良いのではと思います。

人数制限されており、2 階のレストランや子育てひろばも待ち人数が増えると１時間

待ちになっていることもあるので、感染症の感染者数も減ってきたということもあり、

利用人数については徐々に増やしていけたらより使いやすくなると思いました。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

予約枠については、今月から若干増やしていますが、なかなか予約が取れない状況が

続いています。感染症対策を行いながら、ご要望にお応えしていきたいと思います。 

区民の声の反映については、co しぶやでインスタグラムを開設しており、ご意見を頂

戴しています。区民の方に応援していただきながら、co しぶやの運営も工夫していた

だいています。民間の知恵やノウハウを区としても活用させていただきながら、区の

施設としてもバージョンアップを図っていきたいと思っております。 

■会長・A委員（学識経験者） 

co しぶやの話が出ましたので、E 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）は

補足説明がありましたら、お願いします。 

■E委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

オープンから３か月経ちましたが、1 か月約 5,000 人の方に利用いただいています。

利用者は増加傾向にあり、大変意義を感じ、使命感をより強く持っています。K 委員

（保護者代表）のご発言にもありましたように、区民の皆さんと一緒に作り上げてい

きたいと考えています。インスタグラムを頻繁に更新し、区民の皆さんに一緒に考え

ていただくような、そして運営が改善していけるような取り組みを行っております。

インスタグラムにアクセスしやすい工夫が必要かもしれないと、お話を伺いながら思

いました。どんどん意見をいただきながら考えていきたいと思います。もちろん、私



たちだけでは判断しきれないこともありますので、子ども家庭支援センター所長や皆

さんとも話しながら進めていきたいと思います。 

予約が激戦になっている点については、運営側も心苦しさと、感染症対策とをどのよ

うに折り合いをつけながらやっていくか、ネウボラ全体で話し合っているところです

が、皆さんと連携を取りながら改善していきたいと思っております。 

また、J 委員（保護者代表）からネウボラ内の連携のご発言がありましたが、センタ

ー長会議などに co しぶやも参加し日頃から様々な連携を取りながら子どもたちと丁

寧に関わっていくなかで、物理的に近い距離にいて、ただハード面が一緒ということ

だけではなく、ソフト面でも繋がっていく工夫が取れているのではないかと私達とし

ても感じています。 

■K 委員（保護者代表） 

インスタグラムはアクセスしやすいので、「何か意見があればインスタにコメントし

てね」といった一文があると、利用者は気軽に書き込みしやすいと思います。改善し

てほしい点を述べましたが、知人の保護者からもとても評判がよい施設ですので、よ

り使いやすくなると良いなと思います。 

■E委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

もう少し工夫してみたいと思います。本当に励みになりますし、子ども家庭支援セン

ター所長をはじめ皆さんからいつも温かく支えていただいておりますので、一丸とな

ってやっていきたいと思います。 

■I 委員（保護者代表） 

秋田県大館市との連携イベントについてお聞きしたいのですが、忠犬ハチ公をきっか

けに協定を結んでいる市だと思います。鹿児島市も渋谷・鹿児島おはら祭を機に災害

時相互応援協定と観光・文化交流協定を締結していますが、この春から始まった渋谷

ワンダフル給食プロジェクトで食材として桜島大根を使っていただきたいという私

の思いがあります。渋谷ワンダフル給食プロジェクトは渋谷区内の小中学校が対象で

すが、もっと低年齢のお子さんにも食育という意味で、鹿児島の食材を食べていただ

けたらと思います。このような場合の進め方を教えていただけますか。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

大館市は産業観光課を通じて打診し、大館市のご快諾を頂いて食材の提供を行いまし

た。産業観光課に相談してみますので、前向きに検討させていただきたいと思います。 

また、co しぶやでメニューを考える際にもアイデアをいただいているので、co しぶ

やとも相談をさせていただきたいと思います。 

■I 委員（保護者代表） 

この特産品の提供は無償ですか。渋谷区が食材として買い上げたのですか。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

こちらは無償です。大館市におかれましては、無償のものもありますし、おもちゃは



実物の提供をさせて頂いてお返しするという形になっております。 

■H委員（保護者代表） 

子育てひろばのネット予約ができる点が非常に利用しやすく、また空き状況について

も確認できる点は、とても便利だと感じています。これを他の子育てひろばにもぜひ

広げてほしいと思います。私自身が子育て相談で自宅近くの子育て支援センターを利

用した際に、フリーダイヤルでまず電話予約が必要でした。そこにハードルの高さを

感じており、本当に子育て相談を必要としている時は、子育てに追い込まれている時

もあるのではないかと思っており、そういった方々が必要な時に簡単にできるだけ勇

気を持たずに入りやすいように予約ができると、もっともっと利用者が増えるのでは

ないかと感じています。ぜひネット予約を他の子育てひろばや子育て相談に関しても

広げてほしいと思います。 

■会長・A委員（学識経験者） 

利用者の立場からの貴重なご意見だと思いますので、ぜひ検討していただけたらと思

います。 

■G 委員（保護者代表） 

一点目は、co しぶやに関して、私も K 委員（保護者代表）と同様に利用した際、かな

り予約に苦戦しました。日曜日の利用が多いため特に混雑しているタイミングかと思

いますが、子どもたちはマスクを着用することが難しく、予約枠を広げると感染症の

心配もあるため、混雑状況の可視化という取り組みをするのはいかがですかという提

案です。 

もう一点は、ネウボラの施設全体に関する質問で、ネウボラをほかの地域に広げると

いった中長期的な計画はありますか。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

一つ目の混雑状況の表示につきましては、co しぶやと相談しながら考えていきたい

と思っています。できるだけ多くの方にご利用頂けるように改善を図ってまいりたい

と思います。 

二つ目のネウボラをほかの地域にも展開していくかについては、オープンして数か月

ですので、利用状況を詳細に分析してから検討したいと考えております。 

先ほどご要望いただいた既存の子育て支援施設の予約方法につきましても、co しぶ

やの予約方法が大変好評でしたので、他の 6 箇所にも広げる予定で具体的に検討を始

めているところです。早期に実現できるように努力してまいります。 

■H委員（保護者代表） 

通っている保育園の掲示板に子育てに悩んでいる方に向けたネウボラの動画のQRコ

ードが張ってあり、気になって QR コードを読み込んで動画を拝見させていただきま

した。このように各保育園等に「ネウボラのインスタをやっています」と掲示をして

頂けると、より情報が共有できると思いますので、ご検討よろしくお願いします。 



■会長・A委員（学識経験者） 

ご意見を参考に検討していただけたらと思います。 

■J 委員（保護者代表） 

私も co しぶやを数回利用しました。私の場合は日曜日ではなく平日に子どもを連れ

ていったり、子どもなしで行ったりしました。平日は予約の必要がないスペースはか

なり空いていて、非常に利用しやすかったです。利用状況や混雑状況の可視化という

話もありましたが、「平日に行くとすごく快適ですよ」というアナウンスを行うこと

で、日曜日の混雑が少し緩和されるのではないかと思いました。 

■E委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

J 委員（保護者代表）のお話は大変参考になる内容でして、平日にゆとりがある日も

あれば、多くの方に来ていただく日もあり、まだ傾向を読みづらい面もありますが、

傾向を分析しながら混雑状況をどのようにお伝えしていくかを検討していきたいと

思います。 

■会長・A委員（学識経験者） 

建設的なご意見をありがとうございました。ここにいらっしゃるメンバーの皆さんと

共に、より良い子育てが渋谷区でできるよう一生懸命頑張っていきたいと思いますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

■C 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

保育園に在園している保護者の中にはネウボラを利用されている方もおり、子どもた

ちから楽しかったという感想をよく聞かせていただいております。保育園の状況とし

ましては、当保育園は一時保育室がございまして、一時保育を利用されている方が昨

年より少し増えてきたという印象です。地域の方々が様々な施設やサービスを充分に

利用できるように、保育園としても協力していきたいと思います。 

■F 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

私はまだネウボラに足を運んだことがないですが、４、5、6 歳のお子さんの利用者数

はあまり多くないようでした。低年齢の方の利用が多い印象ですが、４、5、6 歳のお

子さんも楽しめるのか、今度ぜひ見学させてください。年長のお子さんも楽しめます

か。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

年長のお子さんにも楽しんでいただけるかと思います。 

■F 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

低年齢層のお子さんとお母さんが多いでしょうか。 

■事務局（子ども家庭支援センター所長） 

3 階エリアは乳幼児向けですが、2 階のプレイグラウンドや大階段は年長のお子さん

もご利用いただいています。 



■F 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者） 

ありがとうございます。紹介していきたいと思います。 

■B 委員（学識経験者） 

ネウボラがオープンし、区民の皆さんの関心も高く予約も取りづらい状況という報告

を受けて、人が集まれる場所はできたが、ただ場所として集まるだけでなく、人の繋

がりを作っていくことが必要だと感じました。特にネウボラには子ども家庭支援セン

ター、子ども発達相談センター、保健相談所といった専門的な機関が集まっています

から、このような機関に繋がっていけるように、区民と専門的機関の職員が繋がって

いけるようにすることが次のステップとして大切だと感じました。 

また、子育ての孤立という問題が大きくあります。ネウボラに集まって来られる方だ

けでなく、このような場所に集まれない方もいらっしゃると思うので、渋谷区全体を

見渡した時に、このような方々もカバーしていけるように、この会議の中で考えてい

かなければいけないと思います。 

■会長・A委員（学識経験者） 

ありがとうございました。B 委員（学識経験者）のご発言にもあったように、自分か

らなかなか動けず孤立している方もいらっしゃるかと思います。これは本当に大きな

問題ですので、引き続きこの会議でも考えていきたいと思います。 

また、短い時間でしたが私もネウボラを見学させて頂きました。子どもたちがまた行

きたいとワクワクするような仕掛けが随所にできているのではないかなと思いなが

ら拝見しました。子育てに悩んでいる方はたくさんいらっしゃると思いますので、何

かあったらネウボラに行けば大丈夫といったワンストップで済むように、様々な専門

機関が同じ建物の中に入っていますので、すでに連携もされていますがこの 3 ヶ月間

を一度振り返っていただいて、PDCA サイクルを回しながら、より良いものを作って

いただきたいと思います。 

７ その他 

■事務局（保育課長） 

子ども・子育て会議の委員の任期は令和 3 年 11 月 1 日から令和 5 年 10 月 31 日まで

の 2 年間となります。本年度はこれが第 2 回目になりますので、3 月までに第 3 回目

の会議が開催される予定です。その後、各年度に 3 回程度の子ども・子育て会議を予

定しておりますので、これから 2 年間どうぞよろしくお願いいたします。 

■会長・A委員（学識経験者） 

ありがとうございます。様々なご意見を頂戴して、本当にありがとうございました。

また、お忙しい中お時間を作っていただき、本当にありがたく思っております。 

第 3 回の会議開催については、決まり次第事務局からお知らせをさせていただきたい

と思います。 

 



３ 閉会 

■会長・A委員（学識経験者） 

令和 3 年度第 2 回渋谷区子ども・子育て会議を閉会とさせていただきます。 


